
法

務

省

○

告
示
第
二
号

厚
生
労
働
省

法

務

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労

省
令
第
三
号
）
第
十
三
条
、
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

働
省

に
基
づ
き
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
三
条
、
第

三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
講
習
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

法

務

大

臣

上
川

陽
子

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
三
条
、
第
三
十

条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
務
大
臣
及
び
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
講
習
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
三
条
、
第
三
十
条
第

二
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定

法

務

省

め
る
講
習
（
平
成
二
十
九
年

告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
労
働
省



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

１

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律

１

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
法
務
大
臣

施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
法
務
大
臣

及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
講
習
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
者
が
行
う
講

及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
講
習
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
者
が
行
う
講

習
と
す
る
。

習
と
す
る
。

名
称

所
在
地

名
称

所
在
地

（
略
）

（
略
）

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
ネ
ッ
ト

東
京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
五
番
十
二
号

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
ネ
ッ
ト

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
三
丁
目
二
十
六
番

Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｔ
新
宿
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｎ
Ｕ
Ｅ

地
二
号

二
階

（
略
）

（
略
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
グ
ロ
ー

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
上
川
端
町
十
二
番

（
新
設
）

バ
ル
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

二
十
八
号

ー

２

規
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二

２

規
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
法
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
講
習
は
、

項
の
規
定
に
基
づ
き
法
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
講
習
は
、

次
の
表
に
掲
げ
る
者
が
行
う
講
習
と
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
者
が
行
う
講
習
と
す
る
。

名
称

所
在
地

名
称

所
在
地

（
略
）

（
略
）

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
ネ
ッ
ト

東
京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
五
番
十
二
号

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
ネ
ッ
ト

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
三
丁
目
二
十
六
番

Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｔ
新
宿
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｎ
Ｕ
Ｅ

地
二
号

二
階

（
略
）

（
略
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
グ
ロ
ー

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
上
川
端
町
十
二
番

（
新
設
）

バ
ル
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

二
十
八
号

ー


